
日弁連 災害復興支援委員会 副委員長
日本災害復興学会 復興支援委員会委員
静岡県ボランティア協会 理事
静岡市教育委員会 学校防災アドバイザー

弁護士・防災士 永野 海

災害時、自治体に求められているもの
①見えにくい被害への共感と寄り添い
②市民と行政が《二人三脚》で勝ち取る罹災証明の判定

↑ 「ひさぽ」のブックマークを
《全ての支援関係者が公的支援制度を

少しでも日頃から身近なものに》



〈執筆〉
『みんなの津波避難２２のルール ３つのSで生き残れ！』 （合同出版）単著
『防災・減災の法務』 （有斐閣）共著
『改訂版弁護士のための水害・土砂災害対策QA』 （第一法規）編著
『災害復興学辞典』 （朝倉書店）分担執筆
『子どもたちの命と生きる 大川小学校津波事故を見つめて』 （信山社）分担執筆

〈制作〉
『めざせ！津波避難マスター』 開発・制作
『避難生活＆生活再建ガイドブック』 NHKとの共同制作
『災害ケースマネジメント実施の手引き』 内閣府への協力
『災害時の子どもの生活ガイド』 NPOカタリバの監修
『水害にあったときに』 震災がつなぐ全国ネットワークの監修
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自己紹介に代えて
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《令和６年能登半島地震での活動》

１月１日
１月３日
１月１６日～
１月２０日
１月２８日
２月１日～
２月１０日～
２月１３日
３月８日～
４月１日
４月６日～
５月１０日～
6月９日～
今後 輪島市職員の皆さんへの研修（予定）

地震発生
支援情報瓦版の公表
新潟県弁護士会の被災者相談の応援担当
支援情報瓦版 第２号の公表
全国の支援者・弁護士など専門家にオンライン研修
読売新聞本社の協力で輪島、珠洲で瓦版を折込配布
１度目の能登での説明会・相談会（輪島、穴水町、穴水町社協研修など）
金沢弁護士会さんに金沢で研修
２度目の能登での説明会・相談会（能登町、富山県高岡市など）
支援情報瓦版 第３号の公表
３度目の能登での説明会・相談会（輪島市、志賀町、七尾市、穴水町など）
４度目の能登での説明会・相談会（珠洲市、珠洲市社協研修、輪島市、能登町）
5度目の能登での説明会・相談会（輪島市、七尾市）

瓦版関係 研修関係 説明会・相談会関係
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● 多くの自然災害の被害は外からは見えにくい。
発災直後から被災者の実際の被災状況を
複数の課で連携・確認し、被害に共感し、寄り添いを

● 罹災証明の判定の高低は、その後の
市民と町の復興の全てを左右する！

   より高い判定を市民と行政の二人三脚で勝ち取る

〈今日30分間でお伝えしたいこと〉
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能登半島での被災者向け説明会・相談会
（どの避難所や仮設住宅でも《支援制度を説明してもらったのははじめて》と言われる現実）
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何１つ解決できなくても、《行政》や《専門家》が、発災直後から現地にきて、話を聞いて
共に悩み、行動してくれるだけで、実は被災市民は救われ、信頼してもらえる

（多くの市民はがんばってくれる職員、寄り添ってくれる職員が問題を解決できなくても怒ったりしない）



被 災 当面の住まい問題

修理？

建替え？

引越し？

再建方法の悩み 再建の完了

再建の上での
様々な不安

生活・健康面
の不安

情報がない
不安

相談相手が
いない孤独

被 災 者 の 不 安 と 孤 独

保健師さんなどプロによ
るサポートがされやすい どの被災地でも十分には対応されていない

7

発災後の流れと被災者の不安



●先日、市から書類の束が届いた。よく分からないので、自分がどのような支援を受けられるか聞いてみたい。

●今後、何をどういう順番で取り組んでいけばいいのか分からない
（何日間も眠れていない方で、心のケアが必要だと思いました）

●市から被災者支援制度の案内文書が届いたが、見れば見るほど分からなくて相談に来た。自分が使える支援制度を
知りたい

●これまで一度も私にきちんと説明してくれた人が居なかったので、初めて説明してもらえて嬉しい

●当日の被害の精神的不調が大きく、話をきいてもらう人に救いを求めたい思いで相談にきた

●1階が浸水して未修理で、自宅に住むのが辛い

●相談者には夫と発達障害の子供あり。母の介護もあるところに今回の父の被災。とても一人で抱えきれるものでは
なく、相談できる人もいなかった模様。途中何度もつらさを思い出しては泣かれてた

●何から手をつけていいかわからない、どうしたらいいのか教えてほしい（非常に混乱した様子だった）

●床上浸水したが、どうすればよいかわからない。今後の方針で妻とけんかになり、妻ともども精神的に参っている

●修理するか建て替えか判断できない。仮設にも移動が大変。色々悩んで憂鬱になる。

水害相談を担当した弁護士が当時の相談票に書き残していた内容

集計協力：鈴木秀昌弁護士（第二東京弁護士会） 令和４年台風１５号災害（静岡県）



【統計】 令和４年台風１５号での士業相談ブースの相談内容・助言内容

発災直後から ①支援制度の《全体像》を ②なるべくわかりやすく
被災市民に伝える準備を平時から自治体はしておく必要があります

（災害時の支援制度研修、自治体内で十分にできていますか？）

士業の助言の大半は
〈法律問題〉ではなく

〈公的支援制度〉だった

専門家ブースに
寄せられた困りごとの

大半は、〈狭義の法律問題〉
ではなく、〈再建や住まい〉

のことだった
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静岡市役所内相談ブース
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被災地区出張相談会・説明会

地域支え合いセンターとの連携
現地調査の様子

延べ１２００名の
弁護士、建築士、

司法書士、行政書士、税理士
などの専門家が土日祝日を
含め毎日無料相談ブースを

開設。約１３００件の
相談に対応。今も継続中！

被害の大きかった地
区でのNPO、行政、
社協と連携した出張
相談会を数十回開催

弁護士と建築士、技
術士などのチームで
要請があった現地
調査を何度も実施

弁護士による
地域支え合いセン

ターへの支援制度研
修、職員向け相談窓
口の設置、同行訪問
支援などで活動

をサポート

台風１５号での支援活動の例
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被災後、フェーズにあわせたわかりやすい被災市民への情報提供が不可欠

能登半島地震 支援情報瓦版の例
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↑避難所施設に貼られたひさぽツール（穴水町）

輪
島
市
役
所
に
貼
ら
れ
た
瓦
版

避難所の小学校に貼られたひさぽツールや
支援制度説明会のチラシ（輪島市）
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北陸中日新聞R6.1.6朝刊 北國新聞R6.３.１朝刊（震災２か月特集）

NHKクローズアップ現代

が、〈能登の説明会を
疑似体験〉
できる特設サイトを制作

ぜひ被災者に必要な
情報がどのようなも
のか、職員の皆さまも
一度確認して下さい

メディアとの連携も市民を情報面で救う



共同制作したもの

行政が活用できる被災後の情報冊子もたくさんあります

制作協力したもの 監修したもの

NHK「避難生活＆住宅再建ガイドブック」
YNF「内水氾濫ハンドブック」

震災がつなぐ全国ネットワーク
「水害にあったときに」
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静岡県弁護士会では
いつもこの冊子を
相談者にお渡し

しています
（現在、冊子大改訂中）



わかりやすい被害と
わかりにくい被害
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輪島市山間部



輪島市中心部



輪島市中心部
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志賀町



家の中の被害



家の中の被害
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令和4年台風１５号 当初何が起きていたか

浸水被害 発災直後は被害が外からでもある見えやすい
しかし数日、１週間後には外からは被害が見えにくくなる
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令和4年台風１５号 当初何が起きていたか

浸水被害 外からでも
わかりやすい家の被害は
全体のごく一部！
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令和4年台風１５号 当初何が起きていたか

外から被害が見えにくくても
浸水した全ての家は
人が住めない状態に
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「住まいの確保」に関して緊急に求められる方策について
(1) 公営住宅の入居要件の緩和
(2) 応急仮設住宅の早期提供
ア 一刻も早い応急仮設住宅の提供開始
イ 応急仮設住宅の提供において留意されるべき重要事項
① 少なくとも半壊以上の世帯を対象とすること
② トレーラーハウス，ムービングハウスなども活用すること
③ 応急仮設住宅の対象外となった被災者の自治体独自の救済
④ 罹災証明書の早期交付
⑤ 罹災証明のための住家被害認定調査における第一次調査の活用
⑥ 住宅の施策についての早期かつ効果的な広報

(3) 避難所の開設

静岡県に対する要望書提出時の様子
（写真奥の右：弁護士会伊豆田会長（当時）
写真奥の左：弁護士会村松災害担当副会長（当時）

令和４年９月２４日の発災後、相談
活動により得た被害実態を踏まえ、
１０月１１日付けで静岡県及び静岡市
に対して提出した要請書の骨子
【台風１５号の被災者への「住まいの
確保」に関する緊急支援の要請書】

多くの被災者が住める家を失っている現状と住まい施策を行政に要望

発災直後から住宅の中の被害を行政が
確認することで迅速な住まい施策を！
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発災直後から市民に信頼されるには・・
・現地に足を運び被害を五感で感じる
・被災市民に共感し、心から寄り添う
に加えて

市民と「向き合う」のではなく
市民と「二人三脚」をすることがコツ？
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言い換えると

× 問題を解決しようと
市民に教える、市民に与えるではなく

〇市民の苦しみを聞き、
一緒に悩み、憤り、一緒に模索する

抽象的、かつ偉そうですみません・・・・
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被災住民

弁護士

〈職員の被災市民への向き合い方のおすすめ 弁護士の被災者相談を例に〉

お互いに不幸な《緊張型》の相談対応 お互いに幸せな《二人三脚型》の相談対応

被災住民 弁護士

・全部相談の
答えを知って
ないと・・・

・問題を解決
できないと・・

・わからない、
と言えない

・頭が良すぎる弁護士
・真面目すぎる弁護士
・自信がなさすぎる弁護士 におおいパターン

行政 制度 今後の不安

お金 再建の悩み
相談

緊張

回答

「僕らも災害相談ははじめてなんで知らないこと
ばかりですが、とにかく力になりたくて今日ここに
いるので、何でも教えて下さい！」

「それはつらいですね」「それはひどいな」
「ちょっと僕、電話して聞いてみますよ」

一緒に悩み、一緒に解決
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《住まいの迅速な支援》と並ぶ
発災直後のもう１つの被災地の重大な課題
《住家被害調査と罹災証明の判定》

この問題の研修は別途じっくり時間をかけてやる必要
今日は導入部分のみを
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避

難

生

活

避難所
公営住宅
ホテル
車中泊
自宅
家族宅
親戚宅
知人宅

修
理
／
建
替
／
引
越
／
公
営
住
宅

り
災
証
明
書
（全
壊
、
半
壊
・・）

罹災証明書の判定が
支援制度の大小につながる



２０～
２９点

１０～
１９点

９点
以下

５０点
以上

４０～
４９点

３０～
３９点

地震の一次調査（外だけの調査） 二次調査（家の中も調査）

罹災証明は
１００点満点
の住宅の

壊れ度テスト

屋根 １５点

壁（外壁） ７５点

基礎 １０点

どちらも
１００点
満点

屋根 １５点 外壁 １０点 建具 １５点

柱 １５点 内壁 １０点 基礎 １０点

床 １０点 天井 ５点 設備 １０点
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壁の状態を外部
から確認できない

能登の建物



半
壊

建
替
え
の
実
施

数百万円の
利益？

１００万円 ２００万円
高齢者等は
３００万円

能登特例
給付金

半壊以上

自宅を解体して建替える際の準半壊と半壊の公的支援の差

２５０万円

※さらに義援金も金額に差が出るし、固定資産税の減免も半壊以上なら受けられる

準
半
壊

支援がない

もらえる

借りれる

19点の人

２０点の人
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では二次調査を申請すれば
いいじゃないか？
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● そもそも罹災証明書や二次調査、再調査などの知識がそもそも
多くの被災者にはない

● 知識を得て二次調査を申請しようとすると、自治体から「判定
が下がる可能性がありますよ」「それでもやりますか？」と冷た
く言われる現実 （多くの市民が役場の窓口をこわがっている）

● では判定が上がりそうなのか、下がりそうなを知るためには
自治体が作成した調査票をみないとわからないが、それを見せた
り、交付してくれる自治体が実は少ない

● さらにひどい自治体は、り災証明の「交付」を受けたあとはも
う二次調査も再調査も申請できないという運用をしている

（裁判でいえば、判決書を受取ったらもう控訴できないのと同じ）
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被災住民

自治体

対立構造？
● 被災混乱状態での余裕のなさ
● 正直、発災後に急遽学んだ知識不足の不安
● 一生懸命やってるのに文句ばかりいわれる

ことへの内心の腹立ち、悲しさ
● 情報公開への不安（間違い、自信がない

SNS時代、対国の関係）
● 住民に有利に点数をつけてあげてるのに

そんな親心？も知らないで・・・

● 判定が低すぎる
● 窓口の対応がつめたい
● 二次調査、再調査の条件や期限が厳しい
● 情報開示してくれない（点数、調査票の交付）

〈罹災証明の調査と判定をめぐる自治体と住民の関係性〉



罹災証明の判定
市民は自治体の敵じゃない
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自治体 被災住民

● 現在の災害救助法、被災者生活再建支援法の構造の中で

判定が上がることによる 追加支援のお金は誰の負担 ですか？

● 被災市民の再建と 町の復興 とはどんな関係性ですか？

〈罹災証明の判定のそもそもの 《意味・本質》 を基礎自治体は知っておく必要がある〉

二人三脚で取り組めた場合

大きな支援

自治体 被災住民

知識・経験が十分でなく対立構造の場合

住民の感謝

乏しい支援

住民の不満

低い
判定

高い
判定

41
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● 建築の専門家ではなく、慣れない自治体職員が調査をする前提

● そのため、内閣府の指針は、素人でもわかるような、〈外観〉から
判定できる壊れ方を主な例として点数基準を作成している

● そのため、ある部分の被害により、①建物全体に影響があったり
②部材の機能が喪失して再利用ができなかったり、③全体の交換が
必要になる場合でも、実際の被害に応じた点数がつけにくい

結果、被害実態と大きく乖離した罹災証明の判定になる

〈住家被害認定調査のそもそもの大問題〉
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出典：災害に係る住家の被害認定基準運用指針
参考資料（損傷程度の例示）【令和3年5月】より

外観でわかる事象を中心に、その程度から形式的
に住家の損傷をⅠ～Ⅴの５段階で評価

しかも、その損傷がある範囲の〈面積〉のみを
被害部分と評価して計算する。

外観と被害の程度が一致しなかったり、当該
被害の影響が全体に及んでいても評価は困難
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●調査の目的は、住家の経済的被害を評価すること
→ 経済的被害の「実態」に見合った評価をすることは

むしろ制度上求められている

●国の指針は、この住家の経済的被害の１つの標準的な調査方法を
定めたものに過ぎない

出典：内閣府資料「災害に係る住家の被害認定」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r306higai_nintei.pdf

しかし、国の住家被害認定調査の本質や位置づを知れば
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●たとえば現在の罹災証明における「全壊」なども

「住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その
住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの」

https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r303shishin_1.pdf

と国は明確に記載している。

●また、機能損失をもってその経済的被害の実態に応じた被害認定ができることは
以下のような現在の内閣府防災の運用指針の記載からも明らかだし、指針が参考
に過ぎないことも明記されている。

罹災証明のための住家調査では、基本的には国の
運用指針を参考にしつつも、

機能損失や部分的な被害にみえても全体の交換、
修理が必要などの事実が明らかになった場合には、

国の運用指針に具体的な評価の仕方等の記
載がない場合でも、それによる経済的被害に
見合った評価点数をつけることが、むしろ国
の住家被害認定調査の制度趣旨に沿うものと
考えられる。

重要！
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〈市民側でできる罹災証明の判定を勝ち取る自己防衛〉

● 大工さん、工務店の人、ハウスメーカー、建築士さんなどに

住宅が受けた「経済的被害」の根拠となる書面を作ってもらう

● 一番簡単なのは「修理見積書」
    ・この災害で壊れた部分を全て直す場合のフルパッケージの

修理見積書を作ってもらう
・ しかも、できるだけ細かく、「どう壊れているのか」「なぜもう
使えないのか」「なぜ全面交換が必要なのか」などをプロの視点
で見積書の中に書き入れてもらうこと！

● それを二次調査、再調査の際に自治体職員に見せ、説明する



〈こうした市民の努力の資料を自治体職員はどう受け止めるべき？〉

自治体 被災住民

自治体 被災住民

対立関係だとしか思えないと？

二人三脚だと理解できると？

・また面倒くさいことして
きて・・・
・これ以上仕事を増やさ
ないでよ（涙）

・専門家の資料助かる！
・これで国にも高い判定
の説明ができる！
・国や都道府県のお金で
町の復興ができる！

47
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技術対策マニュアルの中
では、ひさぽツールも紹介
して下さっている（余談）
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出典：「浸水被害住宅の技術対策マニュアル」（令和4年度）」

ここで▲や×になっているものであれば、
一度浸水した場合には、内閣府の基準でいう
最大評価のⅤで損傷を評価し、しかも交換が
必要となる全ての面積をⅤで計算する

自治体職員も、被災者本人も
こうした専門家のテキストを
二次調査で最大限利用する！
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● 自治体は、自らが守るべき被災市民と対立するのではなく、
むしろ二人三脚で、国との関係で１つでも高い罹災証明の判定を
勝ち取り、自治体の費用負担を極小化した上で、
より多くの公的支援を被災市民に届けることが本来的使命では

● 被災者の苦しみに共感し、ともに悩み、ともに憤り、被災者に積
極的に情報公開をし、互いの信頼関係を醸成した上で、ともに知
恵を絞り、専門家の助力も得て、１つでも高い判定、１つでも多
い公的支援が被災自治体に届くように市民や専門家と連携する

● そうして、被災者の復興が加速することが、すなわち町の復興の
加速そのものである。住民が災害後も町に残り、町で再建を果た
してくれなければ、自治体は存在自体難しい。

〈最後に〉
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静岡での災害発生後、たとえ皆さんの町に支援に入れなくてもHPやSNSで皆さんの復興の力になる
情報を積極的に発信していきます。自治体の皆さんも、市民の皆さんも、ぜひ平時からブックマークや
フォローをして、備えの１つにして下さい

ブックマーク・フォロー

ひさぽサイト
（被災者支援情報さぽーとぺーじ）

X（旧Twitter）
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